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各位 

株式会社東京証券取引所 

株式会社大阪証券取引所 

株式会社名古屋証券取引所 

証券会員制法人福岡証券取引所 

証券会員制法人札幌証券取引所 

株式会社ジャスダック証券取引所 

 

中核的な子会社の上場に関する証券取引所の考え方について 

 

 株式会社東京証券取引所、株式会社大阪証券取引所、株式会社名古屋証券取引所、証券会

員制法人福岡証券取引所、証券会員制法人札幌証券取引所及び株式会社ジャスダック証券取

引所は中核的な子会社の上場に関して考え方を共有することといたしました。 

 

昨今、親会社と実質的に一体の子会社、若しくは中核的な子会社（親会社グループの企業

価値の相当部分を占めるような子会社）の上場意向が散見されております。 

このような中核的な子会社の子会社上場は、証券市場において実質的には新しい投資物件

であるとは言えず、また、上場している親会社が企業グループの中核事業を担う子会社を上

場させて新規公開に伴う利得を二重に得ようとしているものではないかと考えます。 

 

このような状況から、例えば、事業ドメイン（事業目的・内容・地域等）が極めて類似し

ている子会社や、親会社グループのビジネスモデルにおいて、非常に重要な役割を果たして

いる子会社、親会社グループの収益、経営資源の概ね半分を超える子会社などのいわゆる中

核的な子会社の上場については各企業グループ、子会社の事業の特性、事業規模、過去の業

績の状況、将来の収益見通し等を総合的に勘案しながら、慎重に判断していくことといたし

ます。 

 

また、こういった子会社上場は、親会社と子会社の上場する証券取引所が異なるケースも

想定されることから、各証券取引所が上記のような考え方を共有した上で、対応していくこ

とが望ましいと考えられます。よって、各証券取引所間で必要に応じて情報交換を行い、各

証券取引所の自主性を損なうことのない範囲で協調することといたします。 

 

したがいまして、新規に上場を目指す子会社及びその親会社におかれましては、上記のよ

うな観点を十分に考慮のうえでその方針を決定していただくようよろしくお願い申し上げ

ます。 

以  上 
（本件に関するお問い合わせ先） 
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